
倉敷市修学旅行誘致支援事業助成金交付要綱 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は，岡山県外の学校（小学校・中学校・高等学校・専門学校・支援学校）（以下

「学校等」とする）の行事の一環として，倉敷市内（以下「市内」という）の観光地を訪れ，市

内宿泊施設での宿泊を伴う修学旅行を実施した旅行会社に対し，予算の範囲内において，宿泊

助成金を交付することにより，岡山県外から倉敷市を訪れる修学旅行の新規誘致を図ることを

目的とする。 

 

（助成対象者） 

第２条 助成金の交付対象者は，岡山県外の学校等の行事の一環として，市内の観光地を訪れ，

市内宿泊施設での宿泊を伴う修学旅行を実施した旅行会社（以下「申請者」という）とする。 

 

（助成対象事業） 

第３条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という）は，次に掲げる要件を満

たす修学旅行とする。 

（１）岡山県外の学校等の修学旅行として新規に倉敷市へ送客すること。なお，過去３年間修学

旅行で倉敷市修学旅行誘致委員会（以下「誘致委員会」という）の会員宿泊施設に宿泊実績

がない場合も含む。 

（２）行程に市内観光地または観光施設等（宿泊施設を除く）への立寄りが１箇所以上あるこ 

と。 

（３）誘致委員会の会員宿泊施設に１泊以上宿泊すること。 

２ 助成金の交付は，旅行会社の１営業所につき１年度あたり１回とする。 

 

（助成金額） 

第４条 助成金は，学校等の児童，生徒及び学生の宿泊者数（引率者，乗務員及び添乗員等を除

く）に１，０００円を乗じた額とする。但し，１旅行あたり２５万円を上限とする。 

 

 （事前手続） 

第５条 助成を受けようとする者（以下「申請者」という）は修学旅行実施前に，あらかじめ，所

定の修学旅行計画書に修学旅行の実施が確認できる契約書または旅行引受書等を添えて，誘致

委員会会長（以下「会長」という）に提出しなければならない。 

２ 前項に掲げる手続きは，修学旅行実施予定年度の前年度から行うことができるものとする。 

 

 （助成金の交付予定） 

第６条 会長は，前条の修学旅行計画書の提出があったときは，これを審査し，妥当と認めた時

は，予算の範囲内において助成金の交付の適否（予定）を決定し，所定の確認書により申請者

に交付予定について通知するものとする。 



（助成金の交付申請） 

第７条 申請者は，修学旅行実施日の３０日前までに，所定の交付申請書に次に掲げる書類を添

えて会長に提出しなければならない。 

（１）修学旅行企画書 

（２）修学旅行の実施が確認できる契約書または旅行引受書等 

（３）旅行業法第１２条の９第１項に規定する標識の写し 

（４）前各号に掲げるもののほか，会長が必要と認める書類 

２ 申請書の受付は修学旅行の実施日を問わず，前条により通知する所定の確認書の交付順とす

る。 

 

（助成金の交付決定） 

第８条 会長は，助成金の交付申請があったときは，これを審査し，妥当と認めた時は，所定の

交付決定通知書により申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の変更（中止）の承認申請） 

第９条 助成金の交付決定を受けた申請者は，助成対象事業の内容を，交付決定額の２割を超え

る規模において変更しようとするとき，または中止しようとするときは，あらかじめ，所定の

変更（中止）承認申請書を会長に提出し，承認を受けなければならない。 

 

（助成金の変更（中止）決定） 

第１０条 会長は，前条の規定による申請に伴い，助成金の交付額が変更される場合には，所定

の変更（中止）決定通知書により，申請者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第１１条 申請者は，助成対象事業終了後３０日を経過した日，または当該年度の末日のいずれ

か早い日までに，所定の実績報告書に次に掲げる書類を添えて，会長に提出しなければならな

い。 

（１） 事業実績書 

（２） 助成対象事業に係る宿泊施設が発行する所定の宿泊証明書 

（３） 前２号に掲げるもののほか，会長が必要と認める書類 

 

（助成金の額の確定） 

第１２条 会長は，前条の実績報告書の提出があったときは，これを審査し，適正と認める時は，

助成金の額を確定し，所定の交付確定通知書により申請者に通知するものとする。 

 

（助成金の交付） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた申請者は，速やかに所定の交付請求書により会長に助

成金の交付を請求し，会長は，これに基づき助成金を交付するものとする。 



（助成金の返還） 

第１４条 会長は，助成金の交付を受けた申請者がこの要綱に定める事項に違反した場合，また

は申請書等に虚偽の記載等不正な行為をした場合には，助成金の一部，又は全部を返還させる

ことができる。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は会長が別に定める。 

   

附 則 

この要綱は，令和元年７月１日から施行する。 


